
株式会社ニック 

訴訟に関するご連絡  

 

１ 協和界面科学株式会社（以下「協和社」といいます）は、平成 23 年 12 月

以降、以下の告知文を同社 HP に掲載しております。  

 

当社は、平成 23 年 11 月 15 日、株式会社ニック（埼玉県川口市青木

3-12-18、埼玉県産業技術総合センター内 657 号室、平成 21 年 4 月 17 日に

当社元社員が設立した会社）が製造販売した接触角計（ぬれ性評価装置：

LSE-A100T、LSE-A100、LSE-B100、搭載ソフトウェア i2winVer.1.1.0～1.2.0）

に関し、東京地方裁判所に著作権法違反および不正競争防止法違反で提訴

いたしました。 

 

２ 確かに協和社は、平成 23 年 11 月、弊社に対し、著作権侵害および不正競

争防止法違反を理由として東京地方裁判所に提訴しております。  

しかし、協和社の請求は、いずれも全く法的根拠のないものであり、弊社

は請求棄却を求める答弁書を既に裁判所に提出しております。  

 

３ そもそも協和社が上記訴訟の対象としているのは、弊社が平成 22 年 9 月ま

で販売していた三製品（LSE-A100T、LSE-A100、LSE-B100）に搭載していた

ソフトウェア i2win の旧バージョン（ver.1.2.0 以前）のみです。弊社が現在

販売している製品は、いずれも上記訴訟の対象ではありません。かえって、

弊社から、弊社が現在販売している製品が著作権法違反および不正競争防止

法違反でないことの確認を求めて、協和社に対して反訴を提起しております。 

 

４ なお、弊社が現在販売している製品については、上記訴訟に先立つ協和社

の仮処分申立てにおいて、弊社は著作権侵害の不存在を証明するためにソー

スコードを協和社に開示いたしましたところ、協和社は、このソースコード

を確認し問題ないと判断しており、その後、仮処分申立を取り下げた経緯が

あります。  

 

５ つきましては、平成 22年 10月以降に弊社製品をご購入頂きましたお客様、

また現在ご購入をご検討中のお客様におかれましては、どうぞご安心くださ

いますようお願い申し上げます。  

また、訴訟の対象となっております i2win 旧バージョン搭載製品をお買い

求めになられたお客様におかれましては、お手数をおかけしますが、都度ご

戻る 
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案内しております「お客様専用サポートページ」より最新バージョンをダウ

ンロードして頂き、最新バージョンにアップデートしていただくことでご安

心いただけることと存じます。  

ご不安な点ご質問等あれば下記までご連絡下さい。  

 

平成 24 年 6 月 29 日  

代表取締役  新谷陽一  

 


